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第３章 

実 現 に 向 け て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画マスタープランの実現に向けた進捗管理の 

あり方を定めます。 
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都市計画マスタープランの活用と進行管理 

（１）都市計画マスタープランに基づく都市計画の決定 

都市計画マスタープランは、都市計画の基本的な方針を定めたものです。したがって、

この都市計画マスタープランに示す方針に基づいて、個々の事業や施策を検討し、必要に

応じて都市計画の決定を行うとともに、本市内部の関係各課による連携だけでなく、県南

西部地域の拠点都市としての役割を認識し、国、県、周辺市町および関係機関との広域的

な連携と調整のもと、総合的、効果的なまちづくりを進めます。 

（２）市民・事業者・行政の協働によるまちづくりの実践 

都市計画マスタープランの実現のためには、行政による総合的な施策の展開を進めて

いく一方で、市民や事業者の主体的な取組、理解と協力も重要です。このため、市民の一

人一人がまちづくりに関心を持ち、まちのあり方やまちづくりの方法についての知識を

身につけ、積極的なまちづくりの取組や展開を図ることが求められます。 

（３）都市計画マスタープランの進行管理 

①計画的な財政運営 

厳しい財政状況が続くなか、限られた財源と人的資源を有効かつ効果的に投資して

いくために、個々の事業や施策の必要性、緊急性、事業化への熟度、投資に対する効果

の度合い等の観点から優先順位を慎重に検討して、まちづくりを進めていきます。 

②都市計画マスタープランの進行管理による効果的なまちづくりの 

推進と情報開示 

都市計画マスタープランに基づく事業や施策の進捗状況等の情報を各担当課から一

元的に集約し把握することによって、効果的なまちづくりを進めていきます。 

また、可能な限り進捗状況等の情報開示に努め、市民に分かりやすい進行管理を進め

ていきます。 

（４） 都市計画マスタープランの見直し 

『川越市総合計画』等の上位計画との整合や関連計画の改定状況、都市環境や社会経

済情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 
 
 
 
 
 

  

見直しの流れ 

改定川越市都市計画マスタープラン
[Ｒ6（2024）年～Ｒ27（2045）年］

必要に応じて見直し

Ｒ６
（2024）

Ｒ８
（202６）

Ｒ27
（2045）

（仮※）第六次川越市総合計画
[Ｒ１8（20３6）年～Ｒ２７（20４５）年]

※計画名および計画期間は未定

第四次川越市総合計画
[Ｈ２８（201６）年～Ｒ７（202５）年]

第五次川越市総合計画
[Ｒ8（2026）年～Ｒ1７（203５）年]

目標年次

改定
必要に応じて見直し

川越市総合計画に合わせた見直し

Ｒ１7
（20３5）
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